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役
員
選
任
規
程

（
昭
和
二
十
四
年
十
月
十
六
日
会
規
第
八
号
）

昭
和
四
九
年

二
月
二
三
日

改
正

平
成
二
〇
年
一
二
月

五
日

同

二
九
年
一
二
月

八
日

令
和

元
年
一
二
月

六
日

第
一
条

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う

）
の

。

副
会
長
、
理
事
及
び
監
事
（
以
下
「
役
員
」
と
い
う

）
の
選
任

。

に
つ
い
て
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
則
（
以
下
「
会
則
」
と

い
う

）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ

。

ろ
に
よ
る
。

第
二
条

会
則
第
六
十
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
役
員
を
選
任
す
べ

き
代
議
員
会
は
、
現
在
の
役
員
の
任
期
の
終
わ
る
年
の
三
月
中

に
こ
れ
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

役
員
の
選
任
は
、
会
則
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

順
序
に
従
つ
て
各
別
に
行
う
。

第
四
条

役
員
の
選
任
は
、
選
挙
に
よ
る
。

２

前
項
の
選
挙
は
、
代
議
員
会
に
お
い
て
代
議
員
の
単
記
無
記
名

投
票
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。
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３

代
議
員
の
選
挙
権
は
、
各
代
議
員
一
人
に
つ
き
一
個
と
す
る
。

４

前
項
の
選
挙
権
は
、
代
議
員
会
に
出
席
し
て
こ
れ
を
行
使
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
会
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

他
の
代
議
員
の
議
決
権
の
行
使
を
代
理
す
る
出
席
代
議
員
は
、

当
然
本
人
に
代
つ
て
そ
の
選
挙
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

、

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

副
会
長
の
う
ち
女
性
二
人
は

次
条
に
規
定
す
る
男
女
共
同
参
画
推
進
特
別
措
置
実
施
の
た
め

の
副
会
長
候
補
者
推
薦
委
員
会
が
推
薦
す
る
者
の
中
か
ら
、
代

議
員
会
の
決
議
に
よ
り
選
任
す
る
。

６

前
項
の
決
議
に
よ
る
選
任
が
行
わ
れ
ず
、
か
つ
、
会
則
第
五
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
の
副
会
長
の
員
数
に
満
た
な
か
つ

た
と
き
は
、
前
項
の
例
に
従
つ
て
代
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
速
や

か
に
そ
の
欠
員
に
つ
き
新
た
に
選
任
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

会
則
第
五
十
六
条
第
四
項
の
会
規
で
定
め
る
人
数
は
四
人
と

し
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
四
人
は
、
第
四
条
の

三
に
規
定
す
る
男
女
共
同
参
画
推
進
特
別
措
置
実
施
の
た
め
の
理

事
候
補
者
推
薦
に
関
す
る
協
議
会
で
決
定
し
た
四
つ
の
弁
護
士
会

連
合
会
が
推
薦
す
る
女
性
か
ら
、
代
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
選
任

す
る
。

８

前
項
の
決
議
に
よ
る
選
任
の
全
部
又
は
一
部
が
行
わ
れ
な
か
つ

た
と
き
は
、
同
項
の
例
に
従
つ
て
代
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
速
や
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か
に
そ
の
欠
員
に
つ
き
新
た
に
選
任
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
二

本
会
に
、
男
女
共
同
参
画
推
進
特
別
措
置
実
施
の
た

（

「

」

。）

め
の
副
会
長
候
補
者
推
薦
委
員
会

以
下

委
員
会

と
い
う

を
置
く
。

２

委
員
会
は
、
代
議
員
会
が
前
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
副
会

長
の
う
ち
女
性
二
人
の
選
任
を
行
う
に
当
た
り
、
適
任
と
認
め
ら

れ
る
者
を
推
薦
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

３

委
員
会
の
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う

）
は
、
十
六
人
と

。

し
、
理
事
会
に
お
い
て
、
弁
護
士
で
あ
る
会
員
の
中
か
ら
選
任
す

る
。

４

委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
し
、
選
任
さ
れ
た
年
の
六
月
一
日
を

始
期
と
す
る
。

５

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
、
議
事
手

続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
四
条
の
三

本
会
に
、
男
女
共
同
参
画
推
進
特
別
措
置
実
施
の
た

め
の
理
事
候
補
者
推
薦
に
関
す
る
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と

い
う

）
を
置
く
。

。

２

協
議
会
は
、
代
議
員
会
が
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
理

事
の
う
ち
女
性
四
人
の
選
任
を
行
う
に
当
た
り
、
適
任
と
認
め
ら

れ
る
者
各
一
人
を
推
薦
す
る
四
つ
の
弁
護
士
会
連
合
会
を
決
定
す

る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
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３

協
議
会
の
協
議
員
（
以
下
「
協
議
員
」
と
い
う

）
は
八
人
と

。

し
、
弁
護
士
で
あ
る
会
員
の
中
か
ら
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

選
任
す
る
。

４

協
議
員
の
任
期
は
、
一
年
と
し
、
選
任
さ
れ
た
年
の
六
月
一
日

を
始
期
と
す
る
。

５

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
組
織
、
議
事
手

続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
五
条

第
四
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
場
合
を
除
き
、
代
議

員
会
に
お
い
て
出
席
代
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
が
あ
る

と
き
は
、
他
の
方
法
に
よ
り
役
員
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
出
席
代
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
同

意
に
よ
り
、
第
四
条
第
五
項
又
は
第
六
項
及
び
第
七
項
又
は
第

八
項
の
決
議
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
出
席

代
議
員
が
代
理
す
る
代
議
員
は
、
こ
れ
を
出
席
し
た
も
の
と
み

な
す
。

第
六
条

左
の
投
票
は
、
無
効
と
す
る
。

一

所
定
の
投
票
用
紙
を
用
い
な
い
も
の
。

二

弁
護
士
で
な
い
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
。

三

二
人
以
上
の
被
選
挙
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
。

四

氏
名
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
も
の
。
但
し
、
敬
称
は
こ
の
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限
り
で
な
い
。

五

被
選
挙
者
の
氏
名
を
確
認
し
難
い
も
の
。

第
七
条

選
挙
の
結
果
有
効
投
票
の
最
多
数
の
投
票
を
得
た
者
を
も

つ
て
当
選
者
と
す
る
。
但
し
、
最
多
数
の
投
票
を
得
た
者
が
二

人
以
上
あ
る
と
き
は
、
籖
で
定
め
る
。

第
八
条

代
議
員
会
の
議
長
は
、
当
選
者
が
定
ま
つ
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
そ
の
代
議
員
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
選
者
に
当

選
の
旨
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

当
選
者
は
、
そ
の
当
選
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

前
条
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を
代
議
員

会
の
議
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

当
選
者
が
前
項
の
届
出
を
し
な
い
と
き
は
、
役
員
に
就
任
し
た

も
の
と
み
な
す
。

第
十
条

当
選
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
当
選
を
辞
退

し
た
と
き
は
、
当
選
者
に
な
ら
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
有
効

投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
か
ら
順
次
に
当
選
者
と
な
る
。

２

第
七
条
但
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
当
選
者
と
な
つ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
但
し
、
第
八

条
に
規
定
す
る
代
議
員
会
に
報
告
す
る
に
代
え
て
各
代
議
員
に

通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
十
二
条

役
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
は
、
代
議
員
会
の
議
長
が

管
理
す
る
。

、

。

第
十
三
条

役
員
の
選
挙
に
関
す
る
疑
義
は

代
議
員
会
が
決
す
る

第
十
四
条

連
合
会
は
、
新
た
に
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び

そ
の
所
属
弁
護
士
会
名
を
、
す
み
や
か
に
、
各
弁
護
士
会
に
通

知
す
る
と
と
も
に
、
官
報
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
通
知
及
び
公
告
は
、
職
務
上
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る

者
に
つ
い
て
は
、
職
務
上
の
氏
名
も
対
象
と
す
る
。

第
十
五
条

第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
は
、
第
四
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
選
任
さ

れ
た
副
会
長
及
び
同
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き

選
任
さ
れ
た
理
事
に
準
用
す
る
。

第
十
六
条

補
欠
の
役
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
四
条

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
条
第
一
項
前
段
及
び
第
二
項

並
び
に
第
六
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
昭
和
四
九
年
二
月
二
三
日
会
規
第
一
九
号

会
長
選
挙
規
程

第
一
条
・
第
二
条
・
第
一
〇
条

改
正
）

１

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



- 7 -

附

則
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
五
日
会
規
第
九
一
号

職
務
上
の
氏
名
に
関
す
る
規
程
の
制
定
に
伴
う
会

規
（
外
国
特
別
会
員
関
係
を
除
く

）
の
整
備
に

。

関
す
る
規
程

第
一
四
条
改
正
）
抄

１

こ
の
規
程
は
、
成
立
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
理
事
会
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
七
日
理
事
会
決
議
で
平
成
二
二

年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
）

附

則
（
平
成
二
九
年
一
二
月
八
日
改
正
）

１

第
一
条
、
第
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
新
設

、
第
四
条
の

）

二
（
新
設

、
第
五
条
、
第
十
五
条
並
び
に
第
十
六
条
の
改
正
規

）

定
（
以
下
「
規
程
改
正
規
定
」
と
い
う

）
は
、
平
成
二
十
九
年

。

十
二
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日
総
会
決
議
に
よ
る
日
本
弁
護
士
連

、

、

合
会
会
則
第
五
十
六
条

第
六
十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項

第
六
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
十
八
条
の
二
第
五

項
並
び
に
第
七
十
九
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
以
下
「
会
則
改
正

規
定
」
と
い
う

）
の
施
行
前
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
六
項
の

。

改
正
規
定
中
「
会
則
」
と
あ
る
の
は
「
会
則
改
正
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
会
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

規
程
改
正
規
定
の
施
行
後
最
初
に
選
任
さ
れ
る
委
員
の
任
期
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は
、
改
正
後
の
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選

任
さ
れ
た
日
か
ら
平
成
三
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

４

本
会
は
、
会
則
改
正
規
定
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に

、

、

、

お
い
て

男
女
の
副
会
長
の
選
任
状
況

副
会
長
の
執
務
の
状
況

副
会
長
の
職
務
に
関
わ
る
環
境
整
備
の
状
況
そ
の
他
会
則
改
正
規

定
及
び
関
連
す
る
諸
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
、
所
要

の
見
直
し
を
行
う
。

附

則
（
令
和
元
年
一
二
月
六
日
改
正
）

（

）、

（

）、

１

第
四
条
第
七
項
及
び
第
八
項

新
設

第
四
条
の
三

新
設

第
五
条
第
一
項
並
び
に
第
十
五
条
の
改
正
規
定
（
以
下
「
規
程
改

」

。）

、

。

正
規
定

と
い
う

は

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

２

令
和
元
年
十
二
月
六
日
総
会
決
議
に
よ
る
日
本
弁
護
士
連
合
会

会
則
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

並
び
に
第
六
十
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
以
下
「
会
則
改
正
規

定
」
と
い
う

）
の
施
行
前
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
七
項
の
改

。

正
規
定
中
「
会
則
」
と
あ
る
の
は
「
会
則
改
正
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
会
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

規
程
改
正
規
定
の
施
行
後
最
初
に
選
任
さ
れ
る
協
議
員
の
任
期

は
、
改
正
後
の
第
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選

任
さ
れ
た
日
か
ら
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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４

本
会
は
、
会
則
改
正
規
定
の
施
行
後
二
年
を
経
過
し
た
場
合
に

お
い
て
、
男
女
の
理
事
の
選
任
状
況
、
理
事
の
職
務
に
関
わ
る
環

境
整
備
の
状
況
そ
の
他
会
則
改
正
規
定
及
び
関
連
す
る
諸
規
定
の

施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
。




